秋田美人倶楽部推奨品とは

１．秋田美人倶楽部推奨品の目的とは？

　　「秋田美人倶楽部」とは秋田県商工会連合会が運営する組織で、秋田美人をキーワードに観光や物産をＰＲする目的で設立されました。

県内商工会地区の特産品を秋田県商工会連合会が秋田美人ブランドとして推奨することにより、消費者の方々へ商品の信頼性を高め、販路の拡大を図ることで秋田県内の産業の振興に寄与することを目的としています。

２．推奨品の対象となる品目にはどんなものがありますか？

①加工食品や飲料

②木工品

③工芸品

④金属加工品

⑤織物・繊維　

⑥健康関連商品及び生活用品などがあげられます。

３．申請するための要件はありますか？

①食料品については、主要原材料が秋田県内で生産されているものを使用した商品であること。又、食料品以外の商品については、製造技術が秋田県内で継承されてきたものであること。

②商品名や商品自体から地域のPRに寄与すると思われる商品であること。

③将来的に販売の拡大が見込まれると思われる商品であること。

④商工会から推薦された商品であること。

⑤製造事業者は、秋田県内に事業所を有した商工会員であること。

⑥生産された商品が、関連する法律等に伴う許認可等を受けていること。

（秋田美人倶楽部推奨品要綱抜粋）

４．推奨品はどのようにして決定されますか？

年１回専門家によって組織される審査会を開催して、推奨品を決定します。

　なお、本年度は応募総数２３品目のうち食品４点、非食品１点の計５品目が選定され

ました。

５．推奨品の有効期限はありますか？

有効期限は、推奨を受けた日から２年間としています。

なお、更新の申請を行って承認をうけることで更新することも可能です。

６．推奨品に認定されるメリットを教えてください。

①認定を受けることで、商品に対する信頼・信用度を高めます。　

②商品の動画を無料で作成して、広くＰＲします。

③県連のホームページで情報発信いたします。

④推奨品に認定された「証明書」を発行します。

⑤秋田美人倶楽部の「認定マーク」を期間中使用することができます。

⑥むらからまちから館等の出店の支援や、販売促進のための商談会等への参加枠を

確保します。（講習会・商談会は平成22年1月頃秋田市で開催予定です。）

⑦秋田美人倶楽部会員（現在２５０名程度）の方々へ「秋田美人倶楽部通信」をとおして紹介します。
